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衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
林
宙
紀
君
提
出
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
う
放
射
性
廃
棄
物
等
を
保
管
す
る
中
間
貯
蔵

施
設
及
び
同
施
設
に
貯
蔵
さ
れ
る
廃
棄
物
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
林
宙
紀
君
提
出
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
う
放
射
性
廃
棄
物
等
を
保
管
す
る
中
間

貯
蔵
施
設
及
び
同
施
設
に
貯
蔵
さ
れ
る
廃
棄
物
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事

故
に
よ
り
、当
該
原
子
力
発
電
所
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
最
も
深
刻
な
福
島
県
に
お
い
て
は
、

住
民
が
既
に
過
重
な
負
担
を
負
っ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
総
合
的
に
判
断
し
た
結
果
、
「
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
」

（
平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日
閣
議
決
定
）
等
に
お
い
て
、
中
間
貯
蔵
施
設
に
貯
蔵
す
る
除
去
土
壌
等
（
平
成
二
十
三
年
三

月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る

環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
去
土
壌
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
「
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
に
、
福
島

県
外
で
最
終
処
分
を
完
了
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
現
在
の
内
閣
の
閣
僚
が
明
確
に
責
任
を
負
う
仕
組
み
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

一



が
、
中
間
貯
蔵
施
設
に
貯
蔵
す
る
除
去
土
壌
等
に
つ
い
て
は
、
国
が
責
任
を
も
っ
て
、
最
終
処
分
場
の
確
保
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

中
間
貯
蔵
施
設
に
貯
蔵
す
る
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
つ
い
て
は
、
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
に
全
量
を
福
島
県
外
で

行
う
方
針
で
あ
る
。
な
お
、
中
間
貯
蔵
施
設
に
貯
蔵
す
る
土
壌
等
の
再
生
利
用
に
つ
い
て
は
、
並
行
し
て
国
民
の
理
解
を
得

な
が
ら
、
検
討
を
進
め
て
い
く
方
針
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

中
間
貯
蔵
施
設
で
貯
蔵
す
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
等
に
お
い
て
、
「
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十

年
以
内
に
、
福
島
県
外
で
最
終
処
分
を
完
了
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘

の
場
合
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
外
で
最
終
処
分
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
議
員
立
法
の
内
容
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
立
法
趣
旨
の
詳
細
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と

し
て
は
、
廃
棄
物
と
土
壌
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
主
と
し
て
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

二



法
律
第
百
三
十
七
号
）
及
び
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
々
の
法

制
度
の
下
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
措
法
第
一
条
に
規
定
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
廃

棄
物
と
除
去
土
壌
に
つ
い
て
も
、
特
措
法
に
お
い
て
条
項
を
分
け
て
規
定
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ

た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日
閣
議

決
定
）
に
お
い
て
は
、
福
島
県
以
外
の
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
除
去
土
壌
の
処
理
は
、
当
該
除
去
土
壌
が
生
じ
た
都
道
府

県
内
に
お
い
て
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
除
去
土
壌
の
処
分
場
所
に
つ
い
て
は
、
特
措
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に

定
め
る
除
染
実
施
者
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

三


